
Information

　
　

乗
用
ト
ラ
ク
タ
ー
、管
理
機
、刈

り
払
い
機
の
扱
い
方
に
つ
い
て
研

修
を
行
い
ま
す
。受
講
料
無
料
。

　　

先
着
順
で
受
け
付
け
ま
す
の
で
、

興
味
の
あ
る
方
は
お
早
め
に
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

■
日
時　
７
月
８
日
（
水
）
、８
月
26

日（
水
）、２
０
２
１
年
１
月
20
日（
水
）、

２
月
17
日
（
水
）い
ず
れ
も
９
時
30

分
〜
17
時

■
場
所

　　

高
岡
郡
四
万
十
町
黒
石
六
六
五

　　

高
知
県
立
農
業
担
い
手
育
成
セ

ン
タ
ー

■
定
員　

各
回
先
着
10
人

■
申
込
み
方
法

　
　

各
回
開
催
日
の
７
日
前
ま
で
に

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
　

高
知
県
立
農
業
担
い
手
育
成

セ
ン
タ
ー

　　

☎
0
8
8
0
ー
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4
ー
0
0
0
7

　
　

新
し
く
農
業
を
始
め
る
に
あ
た

り
、
園
芸
用
ハ
ウ
ス
の
取
得
が
困

難
な
農
家
に
、最
長
３
年
間
、１
人

に
つ
き
原
則
10
ア
ー
ル
の
園
芸
用

ハ
ウ
ス
を
貸
し
出
し
ま
す
。

■
対
象

　
●　

市
の
認
め
る
研
修
（
農
業
次
世

代
人
材
投
資
事
業（
準
備
型
）等
）

を
修
了
し
て
い
る
方
、ま
た
は
終
了

す
る
こ
と
が
確
実
な
方

　
●　

香
南
市
の
産
地
提
案
型
の
品
目

（
ニ
ラ
・
ピ
ー
マ
ン
・
ナ
ス
・
ト
マ
ト
・

シ
シ
ト
ウ
）で
営
農
す
る
方

　
●　

実
践
型
研
修
ハ
ウ
ス
以
外
の
農

地
で
営
農
を
し
て
い
な
い
方

■
募
集
期
間

　　
６
月
１
日（
月
）〜
６
月
15
日（
月
）

■
募
集
人
数　
１
人

■
申
込
み
方
法

　
　
　

農
林
水
産
課
へ
申
込
書
を
提

出
。書
類
選
考
後
、面
談
。

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
農
林
水
産
課

夜
須
の
フ
ル
ー
ツ
ト
マ
ト
は
大
好
き
で
、
ヤ
・
シ
ィ
パ
ー
ク
に
よ
く
買
い
に
行
っ
て
い
ま
す
。
生
産
者
の
顔
が
今
回
の
広
報
で
み
れ
て
良
か
っ
た
♡

広

報

へ

の

ご

意

見

　　

新
規
就
農
の
た
め
の
補
助
金
を

用
意
し
て
い
ま
す
。

　　

各
事
業
と
も
要
件
が
あ
り
ま
す

の
で
、詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
担
い
手
育
成
セ
ン
タ
ー

　　

研
修
支
援
事
業

　
　

高
知
県
立
農
業
担
い
手
セ
ン

タ
ー
で
、
就
農
に
必
要
な
基
礎
知

識
か
ら
先
進
技
術
を
学
ぶ
研
修
費

を
補
助
し
ま
す
。

■
交
付
金
額

　　
１
日
の
研
修
費
520
円
の
２
分
の
１

■
対
象

　　

15
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方

▼
農
業
次
世
代
人
材
投
資
事
業

　　
（
準
備
型
）

　　

青
年
就
農
者
の
確
保
お
よ
び
育

成
を
図
る
た
め
、
就
農
研
修
中
の

方
に
交
付
し
ま
す
。

■
交
付
金
額

　　

年
間
150
万
円（
最
長
２
年
）

■
対
象　

50
歳
未
満（
要
件
あ
り
）

▼
農
業
次
世
代
人
材
投
資
事
業

　　
（
経
営
開
始
型
）

　　

青
年
就
農
者
の
確
保
お
よ
び
育

成
を
図
る
た
め
、
就
農
直
後
の
青

年
就
農
者
の
方
に
交
付
し
ま
す
。

■
交
付
金
額

　　

前
年
所
得
に
よ
り
交
付
金
額
は

変
動（
150
万
円
以
内
）

■
対
象

　　

50
歳
未
満
で
独
立
自
営
就
農
し

て
５
年
未
満
の
方（
要
件
あ
り
）

▼
農
業
後
継
者
推
進
事
業

　　

就
農
直
後
の
不
安
定
な
経
営
に

対
し
て
、３
親
等
以
内
の
後
継
者
の

方
に
補
助
し
ま
す
。

■
交
付
金
額　

年
間
100
万
円

■
対
象　

50
歳
未
満
で
農
業
経
営

を
開
始
ま
た
は
従
事
し
て
、５
年

未
満
の
方

▼
担
い
手
育
成
支
援
事
業

①
専
業
農
家
育
成
支
援
区
分

　
　

受
入
農
家
の
も
と
で
、
農
業
研

修
を
行
う
方
を
補
助
し
ま
す
。

■
交
付
金
額　

年
間
180
万
円
以
内

■
対
象

　　

15
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方

②
後
継
者
育
成
発
展
支
援
区
分

　　

認
定
農
業
者
等
の
元
に
、Ｕ
タ
ー

ン
し
て
就
農
し
た
農
家
子
弟
の
研

修
費
を
補
助
し
ま
す
。

■
交
付
金
額　

120
万
円
以
内

■
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所

　　

農
林
水
産
課

　　
２
０
１
５
年
の
農
林
業
セ
ン
サ
ス

の
調
査
で
は
、
香
南
市
の
農
業
就

業
人
口
は
２
，２
０
７
人
で
、
10
年

間
で
約
３
割
も
減
少
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、65
歳
以
上
の
割
合
も
57
％
と

高
齢
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　
　

農
業
振
興
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域

で
助
け
合
う
営
農
の
仕
組
み
と
し

て
関
係
機
関
と
連
携
し
、「
集
落
営

農
」を
進
め
て
い
ま
す
。

■「
集
落
営
農
」と
は
？

　
　

集
落
の
農
地
と
農
業
に
つ
い
て

話
し
合
い
、合
意
の
も
と
、集
落
ぐ

る
み
で
営
農
活
動
を
行
う
も
の
で

す
。
集
落
で
取
り
組
む
こ
と
で
、
経

費
の
削
減
や
収
益
向
上
が
期
待
さ

れ
ま
す
。

■
取
り
組
み
の
例

　
●　

個
人
経
営
で
は
稲
作
の
機
械
更

新
経
費
が
大
き
な
負
担
↓
　

機
械
の

共
同
利
用
や
作
業
の
受
委
託

　
●　

収
益
を
上
げ
た
い
↓
共
同
で
の
新

た
な
作
物
の
栽
培
・
直
販
、農
産
加
工

　
●　

集
落
を
活
性
化
し
た
い
↓
交
流

活
動

■
集
落
営
農
を
進
め
る
た
め
、
地

域
営
農
支
援
事
業
を
ご
活
用
く
だ

さ
い
！

　
　

県
は
、
集
落
営
農
組
織
が
農
作

業
受
託
や
園
芸
品
目
等
の
栽
培
、

農
産
加
工
な
ど
の
取
り
組
み
を
行

う
た
め
の
、機
械
・
施
設
整
備
に
活

用
で
き
る
補
助
事
業
を
用
意
し
て

い
ま
す
。

■
地
域
営
農
支
援
事
業

▼
集
落
営
農
組
織
へ
の
補
助
（
対

象
事
業
・
補
助
率
）

　
●　

集
落
営
農
の
た
め
の
機
械
の
整

備…

補
助
率
３
分
の
１
以
内

　
●　

農
地
集
積
や
６
次
産
業
化
に
取

り
組
む
た
め
の
、機
械
や
施
設
等
の

整
備…

補
助
率
２
分
の
１
以
内

▼
集
落
営
農
法
人
（
１
年
以
内
に

法
人
化
す
る
組
織
を
含
む
）へ
の
補

助（
対
象
事
業
・
補
助
率
）

　
●　

事
業
戦
略
を
実
行
す
る
た
め
の

機
械
や
施
設
等
の
整
備…

補
助
率

２
分
の
１
以
内（
市
町
村
の
継
足
し

10
分
の
１
以
上
必
須
）

　
●　

組
織
間
の
連
携
に
関
す
る
地
域

農
業
戦
略
を
実
行
す
る
た
め
の
機

械
、
施
設
等
の
整
備…

補
助
率
２

分
の
１
以
内
（
市
町
村
の
継
足
し

10
分
の
１
以
上
必
須
）

　
　

集
落
営
農
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形

が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
状
況

に
応
じ
た
方
式
を
選
択
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
最
初
か
ら
集
落
全

員
で
取
り
組
む
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。農
業
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
気
軽

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
相
談
窓
口
・
問
い
合
わ
せ

　　

県
中
央
東
農
業
振
興
セ
ン
タ
ー

　　

☎
53
ー
3
0
3
9

　　

市
役
所
農
林
水
産
課

一
刻
も
早
く
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
治
療
薬
と
、
予
防
ワ
ク
チ
ン
等
の
開
発
を
の
ぞ
み
ま
す
。

広

報

の

ご

意

見

へ

A
農 業

agriculture

農 業

広告

　
　

集
落
営
農
の
取
り
組
み
を

　
　

支
援
し
ま
す

農
業
機
械
研
修

就
農
を
支
援
し
ま
す

▼問い合わせ／市役所市民保険課　児童手当係　☎57-8506

　児童手当は、家庭における生活の安定と

これからの社会を担う子どもの健やかな成

長のために、中学生までのお子さんを養育

している方に支給するものです。

児童手当を受給してい

る方は、毎年６月に「現

況届」を提出しなけれ

ばなりません。この届け

は、毎年６月１日における子どもの養育

状況等を記載し、児童手当を引き続き

受ける要件があるかどうかを確認する

ためのものです。現況届の用紙は６月

初旬に提出の必要がある方全員に郵送

しますので、６月末までに市民保険課へ

提出してください。

　新型コロナウイルス感染症の拡大を

防ぐため、令和２年度の現況届には返

信用封筒（切手不要）を同封しています

ので、郵送での提出にご協力ください。

※現況届が未提出の場合は、６月分以降

の手当を支給することができませんの

でご注意ください

※また、政府が運営するオンラインサービ

ス、マイナポータルの機能の一つ「ぴっ

たりサービス」で現況届を申請できます

のでご利用ください（ご利用には、事前

に個人番号カード等の準備が必要です）

　　　　　　　　　　　　　原則として毎年２月、６月、１０

月にそれぞれの前月分まで（４カ月分）が支給

されます。支給日は各月の１０日です。

※１０日が金融機関が休日の場合はその直前の平日

児童手当
について

所得制限以上の方の子ども

０～３歳未満 １５,０００円／月

３歳～小学生（第１,２子）

３歳～小学生（第３子以降）

１０,０００円／月

５,０００円／月

１５,０００円／月

中学生 １０,０００円／月

※平成２４年６月から適用

所得制限
限 度 額

６２２

６６０

６９８

７３６

万円

万円

万円

万円

扶養親族
の数

０人

１人

２人

７７４

８１２

万円

万円

４人

５人

３人

令和２年度

第１期市県民税

６月３０日（火）です。
期限内の納付をお願いします。

の納期限は

実
践
型
研
修
ハ
ウ
ス
研
修
生

る

ばな

は 毎年６月１日に

現況届の
提出に
ついて

★２～５月分の児童手当は

　６／１０（水）が定期支給日です。
※個別に支払通知はしませんので、通帳

　で入金をご確認ください

注意！
　　　　　　　　児童手当は、認定請求等をした日の属する

月の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生・

転入等で請求手続きが翌月になる場合は、出生・転

入等の翌日から１５日以内に認定請求等を行うと、出

生・転入等の事由が属する月の翌月分から支給さ

れます（家計の主となっている保護者が公務員の場合

は、勤務先で児童手当の手続きを行ってください）。

　支給対象 　 支 給 額

　所得制限

　支給時期

　０歳～中学生までのお

子さんを養育している方

11２０２０.６ 10 ２０２０.６


